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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第54期

第１四半期
連結累計期間

第55期
第１四半期
連結累計期間

第54期

会計期間
自 平成27年３月１日
至 平成27年５月31日

自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日

自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日

営業収益 （百万円） 53,443 55,488 219,408

経常利益 （百万円） 804 971 4,675

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益
（百万円） 156 506 1,873

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 101 431 1,780

純資産額 （百万円） 41,625 43,412 43,600

総資産額 （百万円） 72,385 71,328 69,374

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 8.78 28.48 105.32

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額
（円） 8.76 28.45 105.18

自己資本比率 （％） 57.2 60.5 62.4

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．「第４　経理の状況　1　四半期連結財務諸表　追加情報」に記載のとおり、第55期第１四半期累計期間よ

り「売上高」と「その他の営業収入」を合計した金額を「営業収益」として表示しております。

　　なお、比較を容易にするため、第54期第１四半期連結累計期間及び第54期についても「売上高」と「その他

の営業収入」を合計した金額を「営業収益」として表示しております。

３．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期累計

期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。

５．第55期第１四半期連結累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

　　なお、比較を容易にするため、第54期第１四半期連結累計期間及び第54期についても百万円単位に変更して

おります。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当第１四半期連結累計期間より「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適

用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

（１）経営成績の状況

　当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や金融政策などの効果により、企業収益

の改善は進んでいるものの、家計の景況感は弱含みで推移しており、個人消費においても消費マインドに力強さが

見られないなど依然として先行き不透明な状況が続いております。食品スーパーマーケット業界におきましても、

お客さまの消費行動や価値観の多様化などの変化に対しスピード感を持って対応することが求められるとともに、

採用環境の悪化に伴う労働コストの上昇や業種・業態を超えた競争環境の激化が続くなど、引き続き厳しい経営環

境が続いております。

　このような中、当社グループは、平成28年度のスローガンに、「地域密着経営の実践　お客さまのために　自ら

考え、自らやり遂げよう！」を掲げ、お客さまにとって「地域になくてはならない」店舗の実現に向け、地域密着

経営を推進するとともに、お客さまの変化への対応、価格を超えた「価値」を提案できる店舗づくりなどの経営課

題に積極的に取り組んでまいりました。

（国内事業）

　国内事業におきましては、地域密着経営の深耕を目指し、地域のお客さまの年齢、世帯構成などに応じた商品量

目、品揃えの適正化を進めるとともに、地域毎に選定した地元商品の品揃えの充実を図るため、じもの商品の展開

強化や新規生産者の開拓、新商品の導入に継続的に取組みました。また、食品スーパーマーケットとして大切な、

商品の鮮度向上への取組みを強化するとともに、消費の二極化、作らない化、健康志向といった消費トレンドへの

対応として、火・水曜市、感謝デーでのお買得感の訴求と、週末の販売体制の強化や夕方・夜間の売場の充実、改

装による活性化などにも継続的に取り組み、既存店売上高前年比は101.8％と順調に推移しました。

　主な取組みとしまして、農産の産地からのリードタイム短縮や、水産の朝獲れ生魚拡充、デリカにおける配送体

制の見直しによるタイムリーな店舗配送、更には、昨年９月に稼動したイオン長泉ロジスティクスセンターの機能

を最大限に活用すべく、新規商品の開発強化を図るとともに、店舗作業の軽減化による店舗生産性の向上に努めて

まいりました。

　また、５月には店舗のパートタイマー社員が直接商品の選定・買付けを行う第４回じもの商品大商談会を、地元

生産者やメーカーなど計307社さまにご出展頂き開催し、じもの商品の継続的拡充を進めております。

　店舗展開におきましては、３月にザ・ビッグ甲斐敷島店（山梨県甲斐市）、４月にザ・ビッグ吉田店（静岡県榛

原郡吉田町）及びマックスバリュ伊東駅前店（静岡県伊東市）の計３店舗を開設いたしました。ザ・ビッグ甲斐敷

島店は、従来のザ・ビッグ店舗の「買えば買うほど安さがわかる店」というコンセプトはそのままで、売場面積を

1,000㎡未満の小型店舗に集約した新しいフォーマットの店舗であり、ザ・ビッグの新しい出店形態として検証を

行っております。これらの新設店舗に加え、地域特性に応じた品揃えの強化やヘルス＆ウェルネスコーナーの新設

など、お客さまのご要望にお応えする売場の実現に向けた活性化改装を計６店舗で実施いたしました。その他、経

営の効率化を図るべく、２店舗の閉鎖を行っております。これらの結果、国内事業における店舗数は、ザ・ビッグ

28店舗を含め141店舗となりました。

（中国事業）

　中国事業におきましては、旧正月商戦における歳時記商品の拡販や、恒例企画となっている均一セールの開催な

どにより、客数と買上点数の増加に向けた各種施策の推進を行いました。また、経費・管理面におきましては、変

形労働時間制度の活用やパート比率の向上による売上高人件費率の改善など、経営体質の強化に取り組んでおりま

す。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益554億88百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益

９億91百万円（同25.5％増）、経常利益９億71百万円（同20.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益５億６

百万円（同224.9％増）となりました。また、個別業績は、営業収益547億18百万円（前年同期比3.9％増）、営業

利益10億89百万円（同18.4％増）、経常利益10億73百万円（同14.5％増）、四半期純利益５億67百万円（同

140.6％増）となりました。

 

　当社グループは報告セグメント（スーパーマーケット事業及びその付随業務）が単一であるため、セグメント情

報の記載は省略しております。
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（２）財政状態に関する説明

①資産

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比し、19億54百万円増加し、713億28百万円にな

りました。これは現金及び預金の減少７億27百万円、関係会社預け金の増加15億98百万円、新店等に係る有形固定

資産の増加９億90百万円などによるものであります。

②負債

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比し、21億41百万円増加し、279億15百万円に

なりました。これは買掛金の増加14億19百万円、賞与引当金の増加３億87百万円、未払法人税等の減少５億93百万

円などによるものであります。

③純資産

　当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比し、１億88百万円減少し、434億12百万円にな

りました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益の計上５億６百万円、剰余金の配当による減少６億40百万円

などによるものであります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　　類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成28年５月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成28年７月11日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内　　容

普通株式 17,883,300 17,883,300
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数

100株

計 17,883,300 17,883,300 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第９回新株予約権

決議年月日 平成28年４月13日

新株予約権の数（個） 138

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 13,800 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自 平成28年６月２日

至 平成43年６月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　1,606円

資本組入額 803円 (注)２

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者（新株予約権を引き受けた取
締役をいう。以下同じ。）は、権利行使時
においても、当社の取締役または監査役の
地位にあることを要する。ただし、当社の
取締役及び監査役を退任した場合であって
も、退任日から５年以内に限って権利行使
できる。

② 新株予約権については、その数の全数につ
き一括して行使することとし、これを分割
して行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、ま
たはこれを担保に供することはできないも
のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の
数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割（または併合）の比率
　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もし
くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認
める株式数の調整を行う。

２．新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には資本組入れは行わないもの
とする。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総 数 残 高

（株）

資 本 金
増 減 額

（百万円）

資 本 金
残 高

（百万円）

資本準備金
増 減 額

（百万円）

資本準備金
残 高

（百万円）

平成28年３月１日

平成28年５月31日

～
－ 17,883,300 － 2,267 － 3,382

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年５月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式　　　　　83,000 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　　　17,705,600 177,048 －

単元未満株式 普通株式　　　　　94,700 － －

発行済株式総数 　　　　　　　 17,883,300 － －

総株主の議決権 － 177,048 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株含まれております。
        なお、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権8個が含まれておりませ

ん。
　　　２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式に係る単元未満株式28株が含まれておりま

す。

 

②【自己株式等】

平成28年５月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

マックスバリュ東海

株式会社

静岡県駿東郡長泉

町下長窪303番地1
83,000 － 83,000 0.46

計 － 83,000 － 83,000 0.46

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
(1)　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年

　内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

(2)　当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目及びその他の事項の金額については、従来、千円単位で記載して

　おりましたが、当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更

　しました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第１四半期連結累計期間についても百万円単位

　で表示しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年３月１日から平

成28年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,095 6,367

売掛金 55 61

商品 5,236 5,355

繰延税金資産 717 829

関係会社預け金 7,010 8,609

その他 4,318 4,444

流動資産合計 24,434 25,667

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 16,408 16,748

土地 14,310 14,696

その他（純額） 4,882 5,146

有形固定資産合計 35,601 36,591

無形固定資産   

のれん 634 597

その他 245 230

無形固定資産合計 879 828

投資その他の資産   

差入保証金 4,679 4,629

繰延税金資産 2,554 2,424

その他 1,229 1,190

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 8,458 8,240

固定資産合計 44,940 45,660

資産合計 69,374 71,328

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,392 14,812

1年内返済予定の長期借入金 129 103

未払法人税等 1,111 517

賞与引当金 869 1,256

役員業績報酬引当金 56 －

店舗閉鎖損失引当金 37 30

ポイント引当金 15 13

資産除去債務 12 7

その他 5,464 6,528

流動負債合計 21,087 23,270

固定負債   

長期借入金 22 7

退職給付に係る負債 19 6

商品券回収損失引当金 5 5

資産除去債務 1,453 1,475

その他 3,185 3,149

固定負債合計 4,686 4,645

負債合計 25,774 27,915
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年５月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,267 2,267

資本剰余金 3,384 3,384

利益剰余金 37,616 37,482

自己株式 △100 △98

株主資本合計 43,167 43,036

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 148 126

退職給付に係る調整累計額 △17 △17

その他の包括利益累計額合計 130 109

新株予約権 18 38

非支配株主持分 282 228

純資産合計 43,600 43,412

負債純資産合計 69,374 71,328
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年５月31日)

営業収益   

売上高 52,376 54,499

その他の営業収入 1,067 988

営業収益合計 53,443 55,488

売上原価 39,654 41,312

売上総利益 12,722 13,186

営業総利益 13,789 14,175

販売費及び一般管理費 12,999 13,183

営業利益 790 991

営業外収益   

受取利息 9 9

為替差益 28 －

雑収入 13 7

営業外収益合計 50 16

営業外費用   

支払利息 15 16

契約精算金 15 －

雑損失 5 3

為替差損 － 17

営業外費用合計 36 36

経常利益 804 971

特別損失   

減損損失 － ※ 8

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 2

その他 － 0

特別損失合計 － 11

税金等調整前四半期純利益 804 960

法人税、住民税及び事業税 594 477

法人税等調整額 107 16

法人税等合計 701 494

四半期純利益 102 466

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △53 △40

親会社株主に帰属する四半期純利益 156 506

 

EDINET提出書類

マックスバリュ東海株式会社(E03087)

四半期報告書

10/16



【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年５月31日)

四半期純利益 102 466

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △1 △35

退職給付に係る調整額 △0 0

その他の包括利益合計 △1 △35

四半期包括利益 101 431

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 155 485

非支配株主に係る四半期包括利益 △53 △54
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　

平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

（追加情報）

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す

る法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した31.6％から平成29年３月１日に開始する連結会計年度

及び平成30年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.2％に、平成31年３月

１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.0％に変更しております。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が120百万円、退職給付に

係る調整累計額が0百万円それぞれ減少し、法人税等調整額（借方）が120百万円増加しております。

 

（四半期連結損益計算書の表示）

　前連結会計年度において表示していた「売上高」は、当第１四半期連結累計期間より、経営成績をより明瞭に

表示するため「営業収益」の内訳科目として表示し、「売上高」と「その他の営業収入」を合計した金額を「営

業収益合計」として表示しております。

　また、「売上総利益」は「売上高」から「売上原価」を控除した金額であります。「営業総利益」は「営業収

益合計」から「売上原価」を控除した金額であります。

　なお、この変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行なっており

ます。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

前第１四半期連結累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年５月31日）

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）

（単位：百万円）

用途 場所
種類及び減損損失

建物及び
構 築 物

合計

店舗
ミスタードーナツイオン守山

（名古屋市守山区）
8 8

合計 8 8

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗及び賃貸不動産を基礎とし、また遊休

資産については物件毎にグルーピングしております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである店舗の資産グループ、

閉店の意思決定をした店舗等の資産グループ及び市況の変化に伴い市場価格の著しく下落した遊休資産につい

て、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は、

土地については不動産鑑定評価額により評価しておりますが、重要性が乏しい土地については固定資産税評価額

を基に算定した金額により、その他の固定資産については取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価して

おります。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローを6.0％で割り引いて算定しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの

償却額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日
至 平成27年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日）

減価償却費 746百万円 713百万円

のれんの償却額 47 36

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日　至　平成27年５月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり
配 当 額

（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年４月15日

取締役会
普通株式 640 36.00

平成27年

２月28日

平成27年

５月８日
利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり
配 当 額

（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年４月15日

取締役会
普通株式 640 36.00

平成28年

２月29日

平成28年

５月10日
利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日　至 平成27年５月31日）

当社グループは、報告セグメント(スーパーマーケット事業及びその付随業務)が単一であるため、セグメント
情報の記載は省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成28年３月１日　至 平成28年５月31日）

当社グループは、報告セグメント(スーパーマーケット事業及びその付随業務)が単一であるため、セグメント
情報の記載は省略しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 8円78銭 28円48銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
156 506

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
156 506

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,779 17,798

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 8円76銭 28円45銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 28 19

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

　───── 　─────

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成28年４月15日の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

配当金の総額 640百万円

1株当たりの金額 36円00銭

支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成28年５月10日

（注）平成28年２月29日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いをしております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

マックスバリュ東海株式会社(E03087)

四半期報告書

15/16



 

 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年７月８日

 
マ ッ ク ス バ リ ュ 東 海 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

 
 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 鴫原　泰貴　　印

 

 
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 酒井　博康　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバリュ

東海株式会社の平成28年３月１日から平成29年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年３月１

日から平成28年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28年５月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ東海株式会社及び連結子会社の平成28年５月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告
書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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